
自動二輪車用駐車場整備助成の手順

事業者 区 公　　社

①各区窓口へ申請書類を提出
※事前申請 提出

申請書
（第1号様式）

②申請内容を審査し、公社に
提出（推薦書の添付） 提出

推薦書
（第1-2号様式）

受理・審査

送付
③申請内容を審査し、仮交付の決定(通知
書の送付）

⑤工事に着手したら、公社へ着手届を提
出 提出

④仮交付決定通知書の写しを区
へ送付

着手届
（第5号様式）

受理・審査

送付
⑥工事着手を確認したら、交付を決定（通
知書の送付）

交付決定通知書
（第2-2号様式）

⑦工事が終了し、工事業者への支払いが
完了した後、実績報告書を提出 提出

実績報告書
（第6号様式）

受理・審査

送付
⑧現地確認・支払額等の確認を行い、交
付額を確定（通知書の送付）

交付額確定通知書
（第7号様式）

⑨請求書を公社へ提出 提出

請求書
（第8号様式）

受理

⑩指定口座に支払い

完　　了 支　　払

＜開場後（年１回）＞

⑪利用状況報告書、s-park登録シートの提出（年1回公社から依頼文送付）

利用状況報告書
登録シート

受理

＜申請内容に変更があった場合＞

提出

変更等承認申請書
(第3-1、3-2号様式）

受理・審査

送付
（変更承認した場合）

変更等承認通知書
(第4-1、4-2号様式）

＜財産処分があった場合＞

提出

財産処分申請書
（第9号様式）

受理・審査

送付 （処分承認した場合）

財産処分承認書
（第10号様式）

条件に反した場合

（2年未満での廃業や売却等） 助成金返還・違約金納入

仮交付決定通知書
（第2-１号様式）

提出


